
令和８年第３回鹿嶋市農業委員会議事録 

 

鹿嶋市農業委員会会長桐澤いづみは，令和８年３月１８日付を以って，同３月２７

日午後３時００分から鹿嶋市役所３階３０１会議室において，第３回鹿嶋市農業委員

会総会を招集した。 

 

議事日程 

第１　会期の決定について 

第２　議事録署名人の選任について 

第３　議案第１号　　農地法第３条の規定による許可申請について 

　　 　議案第２号　　農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号    農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第４号　　現況確認証明願（非農地証明）について 

議案第５号　　農地改良協議について 

議案第６号　　農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に 

基づく農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

　　　 議案第７号　　鹿嶋市地域計画の変更について 

　　　 議案第８号　　農業委員会の適正な事務実施について 

　　　    

第４　報告第１号　　農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

　　　報告第２号　　農地改良事業届出について 

報告第３号　　水戸地方法務局鹿嶋支局登記官からの農地の転用事実に関する

照会回答について 

報告第４号　  農地法第１８条第６項の規定による通知について 　　 

　　　報告第５号　  農用地利用集積等促進計画の認可について 



出席委員（１４名） 

　　１番　　出　頭　勝　美　君　　　　　　　２番　　笹　本　真由美　君 

　　３番　　清　宮　茂　信　君　　　　　　　５番　　山　本　清　治　君　 

　　６番　　大　槻　勝　敏　君　　　　　　　７番　　橋　本　　　正　君　 

　　８番　　今　村　太　一　君　　　　　　１０番　　笠　貫　順　一　君 

　１１番　　野　口　嘉　德　君　　　　　　１２番　　大　川　喜　美　君 

　１３番　　日向寺　正　志　君　　　　　　１４番　　桐　澤　いづみ　君 

　１５番　　田　口　　　茂　君　　　　　　１６番　　谷田川　延　秀　君　　　 

 

欠席委員（０名）　 

 

事務局職員出席者（３名） 

事務局長兼課長          飯　　塚　　俊　　行 

事務局課長補佐　　　　　飯　　島　　　　　優 

　　　 事 務 局 係 長　　　　　岡 本 　 圭 

　　 　 

農林水産課出席者（１名） 

　　　　　　　 　 農林水産課長　　　　　津 島 応 紀　　　　 

　　　　　　　　　 



会　議　の　経　過 

（開会　午後３時０２分） 

議　　長　ただいまの出席委員は，１４名であり「農業委員会等に関する法律第２７

条第３項の規定」に基づき，定足数に達しておりますので，本総会は成立い

たしました。 

それでは，令和８年第３回鹿嶋市農業委員会総会を開会いたします。 

議　　長　本総会の議事日程につきましては，告示及び通知のとおりでございます。 

最初に日程第１「会期の決定について」は，本日１日限りにしたいと思い

ますが，これにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

議　　長　異議なしと認め，会期は本日１日限りと決定いたします。 

次に，日程第２「議事録署名人の選任について」は，議席順でございます

ので私から指名させていただきます。 

５番山本清治君，６番大槻勝敏君の両名を指名いたします。 

会議書記として，事務局長兼課長飯塚俊行君を任命いたします。 

次に日程３，議案第１号ないし議案第６号を審議いたします。 

議案に係る現地調査に関しましては，議案の審議に応じ逐次報告を求めま

す。 

なお，ご意見ご質問等発言する際は，鹿嶋市農業委員会規則第２０条第２

項の規定に基づき，自己の議席番号を告げ，指名されてから発言をお願いい

たします。 

議　　長　議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を付議いたし

ます。 

事務局に説明を求めます。 

係長岡本圭君。 

係　　長　議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説明いたし

ます。 
　　　　　番号１についてです。譲受人，譲渡人及び土地の所在等につきましては，

議案書記載のとおりでございます。権利を設定し，又は移転しようとする事

由につきましては，農業経営規模拡大のため，売買により所有権を移転しよ

うとするものです。譲受人の農機具等の保有につきましては，トラクター１

台，耕運機１台，農用トラック２台，農作業に従事する日数は年間１６０日，



農地の所有につきましては，自作地約２５０アール，貸付地約５５アールで

ございます。申請地の作付け計画は，甘藷ほか野菜を予定しており，周辺地

域への影響はないものと思料されます。 
番号２についてです。譲受人，譲渡人及び土地の所在等につきましては，

議案書記載のとおりでございます。権利を設定し，又は移転しようとする事

由につきましては，農業経営規模拡大のため，売買により所有権を移転しよ

うとするものです。譲受人の農機具等の保有につきましては，トラクター４

台，耕運機１台，芋堀機３台，つる刈機３台，トラック４台，軽トラック１

台，フォークリフト１台，農作業に従事する日数は年間３００日，農地の所

有につきましては，自作地約４１３アール，借入地約９５４アールでござい

ます。申請地の作付け計画は，甘藷を予定しており，周辺地域への影響はな

いものと思料されます。 

説明は，以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　次に，担当地区委員の現地調査結果について，報告を求めます。 

議　　長　番号１及び番号２小山地内案件について，７番橋本正君にお願いします。 

７番　はい，７番橋本です。調査は２０日に行ってまいりました。番号１，番号

２について３条の規定により許可申請に対して問題はないと判断いたしま

した。ただし，事務局にお願いしたいのは，番号１に関しまして立札がなか

ったので今後の指導をお願いいたします。 

議　　長　ご苦労様でした。ただいま事務局の説明，調査を行った委員からの結果報

告についてご意見ご質問等ございませんか。 

それでは，お諮りいたします。 

議案第１号について，原案のとおり許可することにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

議　　長　異議なしと認め, 議案第１号「農地法 第３条の規定による許可申請」番

号１ないし番号２については，原案のとおり許可することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を付議

いたします。 

事務局に説明を求めます。 

課長補佐飯島優君。 

課長補佐　それでは議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」ご説

明いたします。 

はじめに番号１について，転用目的は太陽光発電施設の設置でございます。 

農地区分は，農業公共投資の対象となっていない住宅と農地の点在する区域

内にある小集団の農地であるため，第２種農地と思料いたしました。申請地，

申請事由及び転用時期等につきましては，議案書記載のとおりです。他法令

との調整ですが，鹿嶋市長より農振農用地区域外証明書が添付されており，

東京電力パワーグリッド株式会社より系統連系受電サービス料金のご案内



及び託送供給の承諾のお知らせが添付されております。資金計画としまして

は，全額自己資金であり，取引先金融機関の残高証明書が添付されておりま

す。地域計画区域につきましては，令和８年３月３日付けで除外されており

ます。 

続きまして番号２について，転用目的は太陽光発電施設の設置でございま

す。農地の区分は，農業公共投資の対象となっていない住宅と農地の点在す

る区域内にある小集団の農地であるため，第２種農地と思料いたしました。

申請地，申請事由及び転用時期等につきましては，議案書記載のとおりです。

他法令との調整ですが，鹿嶋市長より農振農用地区域外証明書が添付されて

おります。東京電力パワーグリッド株式会社より系統連系受電サービス料金

のご案内及び託送供給の承諾のお知らせが添付されております。資金計画と

しましては，全額自己資金であり，取引先金融機関の残高証明書が添付され

ております。なお地域計画区域につきましては，令和８年３月３日付けで除

外されております。 

続きまして番号３について，転用目的は太陽光発電施設の設置でございま

す。農地の区分は，農業公共投資の対象となっていない住宅と農地の点在す

る区域内にある小集団の農地であるため，第２種農地と思料いたしました。

申請地，申請事由及び転用時期等につきましては，議案書記載のとおりです。

他法令との調整ですが，鹿嶋市長より農振農用地区域外証明書が添付されて

おります。東京電力パワーグリッド株式会社より系統連系受電サービス料金

のご案内及び託送供給の承諾のお知らせが添付されております。資金計画と

しましては，全額自己資金であり，取引先金融機関の残高証明書が添付され

ております。なお地域計画区域につきましては，令和８年３月３日付けで除

外されております。 

最後に番号４について，転用目的は駐車場の設置でございます。農地の区

分は，農業公共投資の対象となっていない住宅と農地の点在する区域内にあ

る小集団の農地であるため，第２種農地と思料いたしました。申請地，申請

事由及び転用時期等につきましては，議案書記載のとおりです。他法令との

調整ですが，鹿嶋市長より農振農用地区域外証明書が添付されております。

資金計画としましては，全額自己資金であり，取引先金融機関の預金通帳写

しが添付されております。当案件の駐車場につきましては，譲受人及び隣地

に住む譲受人の親族が利用する予定であり，親族の世帯員数が５名であり，

隣地宅地の敷地のみでは駐車スペースが確保できないことから申請に至っ

たものです。なお地域計画区域につきましては，令和８年３月３日付けで除

外されております。 

説明は以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　なお，鹿嶋市農業委員会規則第３８条第１項第２号の規定に基づき，現地

調査が行われておりますので，調査を担当した委員の報告を求めます。 



３番清宮茂信君。 

３番　はい，３番清宮です。議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請に

ついて」現地調査の結果をご報告いたします。 

現地調査日は，３月１６日月曜日でございます。調査委員につきましては，

今村会長代理，笹本委員そして私と事務局より飯島課長補佐，小林主事の５

名で調査を行いました。申請人，申請地及び概要につきましては，議案書記

載のとおりでございます。番号１ないし番号４につきまして，事務局から添

付書類等の説明を受け，現況を確認したところ，申請内容等，特に問題ない

ことから許可相当と判断いたしました。 

ご審議の程，よろしくお願いします。 

議　　長　苦労様でした。ただいま事務局の説明，調査を行った委員からの結果報告

について，ご意見ご質問等ございませんか。 

地元委員さん，ご意見ご質問等ございませんか。 

１５番　はい，議長。 

議　　長　１５番田口茂君。 

　１５番　１５番田口です。２０日に現地調査をしまして問題はないのですが，番号

４について１１月に登記官照会申請で現地調査した時は農地に復元できる

判断をいたしましたが，今回は駐車場にするということで草も刈ってありま

した。報告は以上です。 

議　　長　ほかにございませんか。 

それではお諮りいたします。 

議案第２号について，原案のとおり許可することにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

議　　長　異議なしと認め，議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請」番号

１ないし番号４については，原案のとおり許可することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第３号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請

について」を付議いたします。 

事務局に説明を求めます。 

課長補佐飯島優君。 

課長補佐　議案第３号農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請につい

て，ご説明いたします。 

はじめに番号１でございます。目的は砂利採取一時転用による期間延長の

変更申請です。申請者，申請地につきましては，議案書記載のとおりです。

変更理由ですが，許可書の期間が令和７年４月２５日から令和８年４月２４

日までとなっておりましたが，製品の出荷減少等により予定どおり進まなか

ったため，認可日から令和９年４月２４日まで，期間を延長する申請であり

ます。 

関係書類については，鹿嶋市施設管理課への大型車両通行にかかる市道使



用許可申請書の写し及び令和８年２月１０日受付けの茨城県鹿行県民セン

ターへ提出した「採取計画認可申請書」の写しが添付されております。その

他施設の概要，被害防除等の変更はありません。 

説明は以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　なお，鹿嶋市農業委員会規則第３８条第１項第２号の規定に基づき，現地

調査が行われておりますので，調査を担当した委員の報告を求めます。 

３番清宮茂信君。 

３番　はい，３番清宮です。議案第３号「農地法第５条の規定による許可後の事

業計画変更申請について」現地調査した結果をご報告いたします。 

現地調査日及び調査委員につきましては，先程と同様でございます。申請

人，申請地及び概要につきましては，議案書記載のとおりでございます。番

号１につきまして，事務局から添付書類等の説明を受け，現況を確認したと

ころ申請内容等，特に問題ないことから承認できるものと判断いたしました。 

ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　ご苦労様でした。ただいま事務局の説明，調査を行った委員からの結果報

告について，ご意見ご質問等ございませんか。 

　　７番　はい，議長。 

議　　長　7番橋本正君。 

　　７番　7番橋本です。質問ではないのですが，確認をしたいことがあります。こ

の砂利採取に関しまして申請時に隣接地の所有者との立ち合いとかあるい

は砂利採取しますというようなことはやっているのですか。何故質問するか

というと，実は同じ業者で近くで採取している所で先日隣接地の所有者の方

が聞きに来まして私の土地に杭が勝手に立られているとのことで，おそらく

周りの防護柵のための杭を立ててネットを張る予定ではないかと思うので

すが，それが境界からはみ出ていて隣接者の立ち合いをしなかったのではな

いかと思います。ちょっとこちらも関連しておりますので確認がしたいです。

それとこういったことで期間を延長するという場合にはやはり隣地の人に

それなりの周知が必要で申請者にしてもらうべきではないかと感じたので

確認のため質問しました。 

議　　長　事務局に説明を求めます。　 

課長補佐飯島優君。  

課長補佐　隣地の同意につきましては，農地転用申請時の義務ではないのですが，ト

ラブル等の可能性がありますので隣地同意に対して説明をするように指導

はしているところでございます。今回の議題に関しましては，砂利採取法に

際しまして鹿行県民センター提出の書類には同意書が添付されていたかな

と思います。確かコピーが県に出す書類には添付されていたはずです。 

　　　　　以上でございます。 

　　７番　私が言ったのは例えば期間が入っているわけですよね。それを延長するに



当たってやはり隣地の人に延長しますと一言お詫びがあってもいいのでは

ないか。一般の転用と違って砂利採取の場合は色々と周りに対する迷惑もあ

ると思うんですよね。だから言いました。 

課長補佐　砂利採取の際には申請者等には伝えさせていただきまして，注意喚起はし

たいと思います。 

議　　長　よろしいでしょうか。 

　　７番　はい。 

議　　長　ほかにご質問ございませんか。 

それではお諮りします。 

議案第３号については，申請のとおり許可することにご異議ございません

か。 

「異議なしの声多数」 

議　　長　異議なしと認め，議案第３号「農地法第５条の規定による許可後の事業計

画変更申請」については，申請のとおり許可することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第４号「現況確認証明願（非農地証明）について」を付議いた

します。 

事務局に説明を求めます。 

係長岡本圭君。 

係　　長　議案第４号「現況確認証明願（非農地証明）について」ご説明いたします。 

番号１についてです。願出人，願い出に係る土地の表示，現在の利用状況，

非農地となった時期，及び証明を必要とする理由につきましては，議案書記

載のとおりでございます。本件土地については，市街化調整区域の農地で，

平成１４年頃から宅地として利用されておりますが，登記上の地目が畑とな

っていることから，土地地目変更登記のため，今回，願い出に至ったもので

ございます。これらを確認する資料として，「平成１４年１０月１４日撮影　

空中写真」が添付されております。 

以上でございます 

議　　長　なお，鹿嶋市農業委員会規則第３８条第１項第２号の規定に基づき，現地

調査が行われておりますので，調査を担当した委員の報告を求めます。 

３番清宮茂信君。 

３番　はい，３番清宮です。議案第４号「現況確認証明願（非農地証明）につい

て」現地調査の結果をご報告いたします。 

調査日及び調査委員につきましては，先程と同様でございます。願出人，

願い出に係る土地，現在の利用状況，非農地となった時期及び証明を必要と

する理由につきましては，議案書記載のとおりでございます。番号１につき

まして，事務局から添付書類等の説明を受け，現況を確認したところ，願い

出のとおり非農地に認められると判断いたしました。 

ご審議の程，よろしくお願いいたします。 



議　　長　ご苦労様でした。ただいま事務局の説明，調査を行った委員からの結果報

告について，ご意見ご質問等ございませんか。 

それではお諮りいたします。 

議案第４号については，申請のとおり許可することにご異議ございません

か。 

「異議なしの声多数」 

議　　長  異議なしと認め，議案第４号「現況確認証明願（非農地証明）については，

願い出のとおり許可することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第５号「農地改良協議について」を付議いたします。 

事務局に説明を求めます。 

課長補佐飯島優君。 

課長補佐　それでは，議案第５号「農地改良協議について」ご説明いたします。 

番号１について，申請人及び改良しようとする土地の所在等については，

議案書記載のとおりです。改良の種別は田畑転換で，埋め立てされた用土は，

鹿嶋市根三田地内の山砂になります。経過といたしまして，事前に農業委員

会の許可を得る手続きを失念していたとのことで，内容聞き取りのうえ，始

末書を添付させております。申請時に縦横断面図が添付されており，隣地に

対する勾配は４５度以下，道路側との高低差は０センチメートルで，許可基

準の範囲内での埋め立てとなっております。埋め立て後の作付け計画としま

しては，トマト・キュウリを育成する計画となっております。 

続きまして番号２について，申請人及び改良しようとする土地の所在等に

ついては，議案書記載のとおりです。改良の種別は田畑転換で，埋め立てさ

れた用土は，潮来市堀之内地内の山砂になります。申請時に縦横断面図が添

付されており，隣地に対する勾配は４５度以下，道路側との高低差は０セン

チメートルで，許可基準の範囲内での埋め立てとなっております。埋め立て

後の作付け計画としましては，大豆・切り花を育成する計画となっておりま

す。 

説明は以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　なお，鹿嶋市農業委員会規則第３８条第１項第２号の規定に基づき，現地

調査が行われておりますので，調査を担当した委員の報告を求めます。 

３番清宮茂信君。 

３番　はい，３番清宮です。「議案第５号農地改良協議について」現地調査した結

果をご報告いたします。 

現地調査日及び調査委員につきましては，先程と同様でございます。申請

人，申請地及び概要につきましては，議案書記載のとおりでございます。番

号１ないし２につきまして，事務局から添付書類等の説明を受け，現地を確

認したところ，同意しても特に問題ないと判断いたしました。 

ご審議の程，よろしくお願いいたします。 



議　　長　ご苦労様でした。 

ただいま事務局の説明，調査を行った委員からの結果報告について，ご意

見ご質問等ございませんか。 

  １６番　はい，議長。 

議　　長　１６番谷田川延秀君。 

　１６番　１６番谷田川です。今現地調査の結果は問題ないと報告がありましたが，

事務局に少しお聞きしたいことがありまして，この２件ですが番号１につい

ては令和７年１２月の総会３条で許可したものです。番号２については令和

７年１０月の総会で３条で許可した案件です。聞きたいこととは，３条で許

可したものが３カ月か半年で田畑転換ができるということに関しては，３条

で買ったものを田畑転換するので問題はないと思うのですが，ここについて

は事務局としては３条で買っても田畑転換はすぐできるという考え方なの

か，そこはいくらか置くべきなのかという質問が一つです。それからこれは

私の土地改良区の問題ですけど，●●●●●●●の大きな土地なんですが，

隣地の同意は埋め立ての盛土法の関係で隣地の同意が取ってあるのでトラ

ブルは生じる事はないと思うのですが，その辺のところを教えていただきた

いと思います。 

議　　長　事務局に説明を求めます。　 

課長補佐飯島優君。  

課長補佐　はい，ご説明させていただきます。まず，３条で買ってあまり間を置かず

田畑転換するという形につきましては，当初３条申請時の計画には田畑転換

の届出は出ておりませんでした。その後営農者の作付け計画変更によって今

回の田畑転換になった次第でございますので，これに関しましては特に規制

はございませんので可能といえば可能という回答になります。また，ここで

ですね谷田川委員の方から説明もございましたが，同意につきましては一応

義務という形ではございませんが，今回の土地については両側も農地で更に

田んぼですので，特に畦畔より上になってしまうと崩れてしまうことも危惧

されますが，あくまで道路，畦畔と同じでありますので，既に隣地も転用さ

れてしまって土砂と同じくらいのレベルになっていることから危険性はな

いのかと判断いたしました。 

以上でございます。 

　１６番　分かりました。あの特にはないですけど，隣地の人がいきなりきてびっく

りするといけないから現地調査を私の方でしたのですけど，その時の私の考

えを話させていただきました。ありがとうございます。 

議　　長　ほかにご質問等ございませんか。 

　　７番　はい，議長。 

議　　長　７番橋本正君。 

７番　いま，谷田川委員の質問と似ているのですが，私の見解を報告します。農



地法第３条の規定では農地を農地として利用するという前提で許可を出す

とので田畑転換するのに例えば１年耕作しなければならないとか水田で買

った土地は水田でなければならないとかいう決まりはないです。それともう

ひとつ今埋め立て，要するに客土と田畑転換の話なんですが，土地改良事業

法の方で水田の場合は隣接の水田と何センチ以上の段差を付けないといけ

ないと決まっているはずなんですが，大野土地改良区では一応５０センチ以

内というふうに周知しています。 

以上です。 

議　　長　よろしいでしょうか。参考にということで。 

　　　　　ほかにご質問ございませんか。 

それではお諮りいたします。 

議案第５号については，申請のとおり許可することにご異議ございません

か。 

「異議なしの声多数」 

議　　長　異議なしと認め，議案第５号「農地改良協議について」番号１及び番号２

については，申請のとおり許可することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項

の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」を

付議いたします。 

なお，３番清宮茂信君は，農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規

定に基づき，「農業委員会の委員は，自己又は同居の親族若しくは，その配

偶者に関する事項の議事については，その議事に参与することができない」

と定められておりますので，議案終了までお待ちいただき，審議いたします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局長兼課長飯塚俊行君。 

局長兼課長　議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規

定に基づく農用地 利用集積等促進計画（案）に対する意見について」ご説

明いたします。 

令和８年３月１０日付け，鹿嶋市長より農用地利用集積等促進計画（案）

に対する意見について，農業委員会の意見を求められております。農地中間

管理事業の推進に関する法律第１８条第２項の要件を満たしていると考え

ます。 

ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　続いて，農林水産課に説明を求めます。 

課長津島応紀君 

課　　長　議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定

に基づく農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」ご説明い

たします。 



          まず，貸借期間３年から５年の土地についてご説明いたします。田の新規

については２筆で面積が３，７０３平方メートルとなっております。次に，

貸借期間６年から１０年の土地についてご説明いたします。田の新規につい

ては３筆で面積が４，５７８平方メートル，畑の新規については１７筆で面

積が２６，３４５平方メートルとなっております。次に，貸借期間１１年か

ら２０年の土地についてご説明いたします。田の新規については２筆で面積

が５，１２６平方メートルとなっております。その結果，田の新規は７筆１

３，４０７平方メトール，畑の新規は１７筆２６，３４５平方メートル，合

計いたしますと２４筆で面積が３９，７５２平方メートルとなっております。 

説明は以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

議　　長　ご苦労様でした。ただいまの説明について，ご意見ご質問等ございません

か。 

　　７番　はい，議長。 

議　　長　７番橋本正君。 

　　７番　農林水産課に質問いたします。今回の場合新規だけなのでほとんど問題は

ないのですが，こちらのこともおそらく関連しているのでこれをどういうふ

うに扱っているのか質問させてください。貸付希望がある場合これに対して

返信封筒か何かを使って申込書を送っているのですか。それはやっていない

のですか。２月２４日の推進委員の意見交換会で不満が出ていました。 

議　　長　農林水産課長津島紀君。 

課　　長　詳細を把握しておりませんので次回回答という形でよろしいでしょうか。 

　　７番　ではこちらのことをお聞きしたいです。これは貸し手希望が出ているとい

うことですよね。 

課長補佐　はい。こちらのＡ３の方につきましては，遊休農地に係る利用意向調査で

毎年やっているやつで貸し付けたいという意思が表示されたものでござい

ます。いつも議案で審議しているものとは別なところで動いているものでご

ざいます。ただ，気持ちとしては貸したいという方がいたらよろしくお願い

しますということです。 

　　７番　はい，議長。 

議　　長　7番橋本正君。 

　　７番　それで，希望者に対して申込書の配布というものをやっているのかなとの

質問です。 

課長補佐　こちらのＡ３の方はまだやっていません。 

　　７番　新たにやる予定ですか。 

課長補佐　こちらの方は今から推進委員とか，片方は中間管理の出津さんの方から上

がって来たものなので，更に推進委員の方へ渡して，もしもマッチングした

らマッチングしていただきたいという形で動いてもらう所なのでこの通知

は今のところありません。 



　　７番　２４日のことは分かっているかとは思うが，要するに推進委員が言いたか

ったことは，先に相手に申込書を送って返信用封筒等で返事が来てアポを取

ってもらえば非常に活動がしやすい。何もしないで目くら一方で行うとなか

なか相手にも会えない。個人の携帯電話から相手に連絡したのでは尚更推進

委員として動けない会えない。要するに交渉ができない。できましたらこう

ことに関しては，先に農林水産課の方で申込用紙と返信用を送ってもらいた

い。それで返送してきたものに対してアポを取ってもらえばいつでも作業が

スムーズに進むと。この間の話の内容分かりましたか。 

課長補佐　今，橋本委員が言ってたことは，こっちはあくまでこっちのＡ３は新しく

できたもので，この前の話の内容ではないです。橋本委員がいわれてるやつ

はこっちのＡ３話なのでご希望として農林水産課へ改めて話はさせていた

だいて通したいかなと思いますので，詳細を照らさせていただきたいと思い

ます。 

　　７番　何故こうなったのかというと，皆さんは分かっていないと思います。これ

は推進委員や中間管理機構の出津さんが活動して新たに出てきたものです。

自然に相手の方から来たわけではないです。 

議　　長　審議がまだ終わってないので，後で事務局とやり取りしていただきたいと

思います。 

　　　　　それではほかにご意見ご質問はございませんか。 

それでは，お諮りいたします。 

議案第６号について，原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

異議なしと認め，議案６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画」（案）は，原案のとお

り承認することと決定いたします。 

議　　長　ただいま，議案第６号については審議終了いたしましたので，３番清宮茂

信君に対する議事参与の制限を解除いたします。 

議　　長　次に，議案第７号「鹿嶋市地域計画の変更について」を付議いたします。 

          農林水産課に説明を求めます。 

課長津島応紀君。 

課　　長　議案第７号「地域計画の変更について（農地転用等）」ご説明いたします。 

今回変更される地域計画は，記載の１地区となります。計画変更の内容は，

区域内面積の変更となります。大野６地区の田０．２６ヘクタール，畑０．

７５ヘクタールを減少し，区域内面積２４９．９ヘクタールに変更となりま

す。変更する理由については，地区において農地転用の事案が生じたためで

ございます。２５頁をお開き願います。大野６地区において太陽光発電施設

とするためです。 

説明は以上でございます。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 



議　　長　ご苦労様でした。ただいまの説明について，ご意見ご質問等ございません

か。 

それでは，お諮りいたします。 

議案第７号について，原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

異議なしと認め，議案７号「鹿嶋市地域計画の変更について」は，原案の

とおり承認することと決定いたします。 

議　　長　次に，議案第８号「農業委員会の適正な事務実施について」を付議いたし

ます。 

事務局に説明を求めます。 

補佐飯島優君。 

補　　佐　それでは議案第８号「農業委員会の適正な事務実施についてご」説明いた

します。 

農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成２８年４

月１日から施行され，農業委員会の農地等の利用の最適化，推進状況，その

他事務の実施状況を公表することとされました。また，令和４年２月２日に

農林水産省より「農地利用最適化活動のガイドライン」が発出され，その中

で，成果目標として，農地の集積，遊休農地の解消，新規参入の促進を，活

動目標として，委員が最適化活動を行う日数，活動強化月間，新規参入相談

会への参加をそれぞれ設定し，その後点検，評価，公表することとされまし

た。これに伴い，「令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）」を作成しま

したので，議案書のとおり決定し，県担当課へ報告してよろしいかご審議の

程,よろしくお願いいたします。 

議　　長　ご苦労様でした。ただいまの説明について，ご意見ご質問等ございません

か。 

　１５番　はい，議長。 

議　　長　１５番田口茂君。 

　１５番　はい，１５番田口です。 

設定等についてはこれでよろしいのではないかと思いますが，意見として

農業委員会に参加して感じたことですけど，こういう目標を実現するために

こういう活動を支えるものとして，私は一つは研修会，もう一つは懇親交流

会ベーシックなもので必要なのかなと思います。見てますと参加者が少なく

特に研修会についてもですし，懇親交流についても参加者が少ないというこ

と。もう一点は，今の農業委員会という制度が国の方針で変わりまして二つ

の組織があるわけですね。この辺の交流についても工夫されたらどうかなと

思います。やはり情報の共有化という点は鹿嶋市としても交流をしたり意見

交換をしたりということが課題があるのではないかと，この二点を会長とし

て全員参加ができるよう工夫が必要ではないかと思いますので会長として



見解があればお聞きしたいと思います。 

議　　長　一応今回人事異動もあるということで５月総会終わりぐらいに歓送迎会

を予定したいと考えております。また，視察研修の方も昨年度は予算の関係

で日帰りにさせていただきましたが，道中コミュニケーションを取りながら

親交も深まるのかなと感じております。今年度については，秋冬くらいに一

泊で視察研修も考えておりますので，お忙しい中，あるいは体調等が悪い方

もいるとは思いますが，多くの方の参加ができればいいのかなと思っており

ます。他市町村にも聞いたりはしているのですが，なかなか最適化推進委員

さんと農業委員さんの交わる機会があまりないという現状があるようで，交

流ができる場が限られていますので是非とも多くの方が参加いただければ

ありがたいとは考えております。 

　　　    ほかにご質問ございませんか。 

　１６番　はい，議長。 

議　　長　１６番谷田川延秀君。 

　１６番　今回こういう目標が設定されたということは非常にいいことなのではな

いかと思うのですが，一つだけお聞きしたいのですが，目標を立てて達成す

るという仕事があるのかなと思うのですが，その辺に向けて農業委員会・農

林水産課と共に何か活動できればいいのかなと思っております。 

議　　長　ありがとうございます。双方が同じ目的をもっていくという意識が少し薄

いのかなと，推進委員も活動の中で一生懸命やっておりますし，農業委員も

委員の立場でそれぞれの役割として全うされております。ただ，最適化活動

については双方が両輪となって推進をしていくということは，そういった交

流，研修ということも持ちながら現状がこうで，目標がこうで，鹿嶋市とし

ては今年は頑張りたいのでということがザックバランに交流できますとい

いのかなと思います。また，そういう機会を持つことができればと思います

のでありがとうございます。 

　　　　　ほかにございませんか。 

　　　　　それではお諮りいたします。 

議案第８号について，原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なしの声多数」 

異議なしと認め，議案８号「農業委員会の適正な事務実施について」は，

原案のとおり承認することと決定いたします。 

議　　長　続いて，日程第４報告第１号ないし報告第５号についてであります。 

報告第１号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出について」ない

し報告第５号「農用地利用集積等促進計画の認可」については，鹿嶋市農業

委員会事務局処務規程第６条に基づき，専決処分いたしました。 

この報告について，ご意見ご質問はありませんか。 

議　　長　なければ，以上で本日の日程は，全て終了いたしました。 



以上をもちまして，令和８年第３回鹿嶋市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

(閉会　午後３時５４分） 
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